
国立大学法人大分大学職員表彰規程 

平成１８年１１月２７日制定 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は，国立大学法人大分大学職員就業規則（平成１６年規則第５号。以下「就業

規則」という。）第６１条の規定に基づき，国立大学法人大分大学の職員（以下「職員」という。）

の表彰に関して，必要な事項を定める。 

 

（定義） 

第２条 この規程において「部局」とは，国立大学法人大分大学部局を定める規程（平成１６年

規程第１４号）第２条第３項第１号に規定する部局をいう。 

 

（表彰の実施） 

第３条  職員が，次の各号の一に該当する場合は，当該各号に定めるところにより表彰を行う。 

（１） 就業規則第６１条第１号から第６号までの一に該当する場合 当該職員の部局の長の

推薦に基づき学長が選考し表彰する。 

（２） 就業規則第６１条第７号に該当する場合 別に定める国立大学法人大分大学職員永年

勤続表彰規程（平成１６年規程第４４号）の定めるところにより表彰する。 

（３） 就業規則第６１条第８号に該当する場合 第１号に定めるもののほか学長が特に表彰

すべき実績があったと認める場合に表彰する。 

２ 表彰の日（前項第２号に掲げるものを除く。）は，学長が定める。 

 

（雑則） 

第４条  この規程に定めるもののほか，職員の表彰の実施に関し必要な事項は，学長が別に定め

る。 

 

附  則（平成１８年規程第１２５号） 

この規程は，平成１８年１１月２７日から施行する。 

 

附  則（平成１９年規程第９５号） 

この規程は，平成１９年１２月２５日から施行する。 

 

附 則（平成２８年規程第９５号） 

この規程は，平成２９年１月１日から施行する。 


